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国有林史料の国立公文書館への移管について

昨年は林野庁旧営林局・営林署史料のことで、ご心配を頂くと共に、様々なご協力を賜り、

誠にありがとうございました。お陰様で大きな展開がありましたのでご報告申し上げます。

旧営林局・営林署の昭和 20年までの史料につきましては、福田首相の強い意向が示され、
全て国立公文書館へ移管されることになりました。史料保存としては、たいへん喜ばしいこ

とと存じます。これは現首相が掲げる国立公文書館の充実という方針の下、実現されたもの

です。

これを受けて、林野庁内部ではその準備をするよう、各森林管理局・署等へ昨年 10月に指
示を出しました。受け入れ側の国立公文書館の動向が最近まで把握できませんでしたが、年

度末になり受入が決定し、2008年度に移管という方針が明らかになりました。
公文書館での史料の受入は、常識的には 3000～4000点／年であり、それを 1年間で整理、
目録採録し（件名目録まで）、公開する義務があります。国有林関係の史料は、少なく見積

もっても 5万点を超えます。これまでこれら史料の保存と整理に努力して参りました東北国
有林史研究会（筑波大学・秋田高専を中心とした農林業史・歴史学の研究者グループ）と徳

川林政史研究所は、国立公文書館の職員とも連絡を取り合っており、作成した目録を提供す

ることをはじめ、今後の移管・整理作業にも協力していくつもりでおります。

日本学術会議ならびに関連学会におかれましては、公文書館への移管という決定を高く評

価をしていただきたく存じます。あわせて、史料公開に向け、館外の研究者の協力も得てそ

の作業を迅速に進めるよう、働きかけていただけますと幸いです。

なお、国有林史料については、上記のような幸運ともいえる動きが見られましたが、昨年

の日本学術会議総会での議論にもあったように、過去の民事判決原本をめぐる保存問題など、

国の地方出先機関の文書類を如何に適切に保存していくかという根本的な課題は、依然とし

て残されたままであると思います。国有林史料と同様の廃棄問題を繰り返さないためにも、

引き続きこうした動きを注視し、協力して政府へ働きかけていく必要があると存じますので、

日本学術会議および関連学会におかれましては、よろしくご支援・ご協力のほどお願いいた

します。
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